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特集１

　２月に市長選挙があったことから、令和５年度は新規事業等の政策的な経費は原則として補正予算等に
よる対応とする骨格的な予算編成としていますが、市民生活に直結する福祉や教育、子育て支援に関する
予算をはじめ、物価高騰対策支援につながる予算について計上した結果、予算額は前年度から２億円の増
加となる７０４億2０００万円となりました。

一般会計予算額 70４億2000万円(前年度比2億円増)

特別会計予算額 29６億１６００万円
(前年度比２億１9００万円増)

企業会計予算額 １１５億3７００万円
（前年度比３億9８００万円増）

会計名 予算額 前年度比
国民健康保険事業 14２億５０００万円 +０.５%
土地取得 1００万円 ０.０%
有料駐車場事業 ４億８００万円 +２９.1%
安城桜井駅周辺		
特定土地区画整理事業 ７億1６００万円 －３８.９%

介護保険事業 11５億41００万円 +３.３%
後期高齢者医療 ２７億円 +５.６%

会計名 予算額 前年度比

水道事業 4９億11００万円 －２.4%

下水道事業 ６６億２６００万円 +８.５%

86億897万円(12.2%)国庫支出金

395億
4767万円
(56.2%)

市税市税

37億9167万円(5.4%)その他33億
8118万円
(4.8%)

諸収入

20億6526万円(2.9%)

地方消費税交付金
49億9625万円(7.1%)県支出金
47億円(6.7%)

15億円(2.1%)繰越金
18億2900万円(2.6%)市債
20億6526万円(2.9%)繰入金

歳入
704億
2000万円

土木費 82億9023万円(11.8%)

公債費
30億5979万円
(4.3%)

議会費 4億2586万円(0.6%)
商工費 10億2072万円(1.4%)

農林水産業費 15億9911万円(2.3%)

その他 1億9785万円
(0.3%)

衛生費 73億1125万円(10.4%)
総務費 63億9093万円(9.1%)

民生費
284億
4021万円
(40.4%)

歳出
704億
2000万円

教育費
115億869万円
(16.3%)

消防費
21億7536万円
(3.1%)

令和５年度

一般会計　道路整備や子育て支援等、市の運
営の中心となる会計
特別会計　国民健康保険や介護保険等のよう
に対象者が限られる等、一般会計と区別する
必要がある会計
企業会計　民間企業のように利用料金等の収
益で運営している会計

（　）内は割合 （　）内は割合

高齢化の進展やそれに伴う給付費の増加等により、福
祉分野の予算が増額となりました。一方、安城桜井駅
周辺特定土地区画整理事業は事業が終盤を迎えている
ことから減額となっています。

行財政運営の根幹となる市税収入を前年
度から９億５０００万円余の増加となる３９５

億4０００万円余と見込む他、事業実施にあたり国や県か
ら交付を受ける補助金等で1３６億円余を計上し、不足
する財源は、基金からの繰入金や市債による対応とし
ています。

歳入 良好な環境整備のための小中学校・こど
も園の改修工事の他、スクールソーシャ

ルワーカーの新規配置や大規模小中学校への養護教諭
の加配等、子ども達に寄り添ったきめ細かな支援を行
う予算を計上しています。この他、物価高騰対策支援
として、安城プレミアムポイント還元事業を実施し、
市民生活の下支えと地域経済の活性化に努めます。

歳出
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第８次安城市総合計画「幸せつながる健幸都市 安城」の
５つの分野と行財政運営に分けて、主な事業を紹介します。

令和５年度の主な事業

問▶財政課（☎〈７１〉２２７５）

デジタルコンテンツ活用
推進事業　【680万円】健康

その他の主な事業
●健康づくり環境整備事業【898万円】
●屋外体育施設管理事業【3億6940万円】

デジタルコンテ
ンツを活用し、
産学官連携によ
り社会課題の解
決を図ります。

高齢者向けeスポーツ体験

安城プレミアムポイント
還元事業　【2億円】経済

その他の主な事業
●シティプロモーション推進事業【7241万円】
●肥料価格高騰対策緊急支援事業【2000万円】
●�三河安城駅南土地区画整理支援事業【1億1500万円】
　等

物価高騰の影響を受
けている市民生活を
支援するとともに、
市内商店等の売上向
上、地域経済の活性
化を図ります。

対象店での買物でポイント還元

雨水対策事業　【8850万円】きずな

その他の主な事業
● 新美南吉生誕110年記念事業【1136万円】
●重度障害者就労等支援事業【500万円】
●市民ギャラリー20周年特別展事業【782万円】　等

頻発する豪雨に
よる浸水被害を
軽減するために
雨水対策を実施
します。

過去の調整池の整備

母子保健相談支援事業(出産・子
育て応援交付金)【1億6261万円】こども

その他の主な事業
●保育園等改修事業【4億7465万円】　
●私立保育園等給食費軽減対策支援事業【2800万円】
●小中学校施設改修事業【19億5187万円】　等

妊娠期から出産・
子育て期までの伴
走型相談支援を充
実し、経済的支援
を一体的に実施し
ます。

母子保健相談

DX推進事業	【5666万円】行財政運営

その他の主な事業
●総合計画策定事業【1066万円】
●公民連携事業【2500万円】

市民サービスの向上や行
政事務の効率化推進のた
め、デジタルの利活用を
図ることにより、DXの
推進に取り組みます。

リモート相談窓口
※�DX(デジタル・トランスフォーメーション)…デジタ
ル技術を活用して人々の生活を発展させること。

プラスチック資源再商品化	
（プラスチック資源一括回収）
事業	 【8956万円】

環境

その他の主な事業
●防犯カメラ整備事業【3683万円】
●カーボンニュートラル推進事業【4630万円】
●大型商業施設周辺交通環境整備事業【6650万円】　等

家庭からのプラスチックごみを資源
として一括回収することで、ごみ出
しの分かりやすさとプラスチック資
源リサイクルの向上を図ります。

プラスチックごみを
一括回収します
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新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ

ワクチン接種期間が延長されました
問▶保健センター
(☎〈76〉1133）

新型コロナワクチン接種の期間が令和６年３月31日まで延長されました。期間延長に伴い、
接種の対象者や回数が変更となります。
※�今号で掲載している内容は３月1４日時点の情報です。最新情報は市HPをご確認ください。

市HPへ

※�平日午前８時３０分～
午後５時１５分受付。 詳細はQRコードから県HPをご確認ください。☎〈９１〉３５６７

接種券や接種会場等に関する問合せ
安城市新型コロナワクチン接種コールセンター

接種後の副反応等に関する問合せ
愛知県新型コロナウイルス感染症
健康相談窓口

topic 1

新しい接種区分について

問▶危機管理課(☎〈71〉2220）

　3月１３日から、愛知県の基本方針は以下のとおりとなりました。本人の意思に反してマスクの着脱
を強いることがなく、個人の主体的な判断が尊重されるよう、配慮をお願いします。
◦個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本
◦症状がある場合等で通院等やむを得ず外出する場合は、人混みを避け、マスクを着用する
◦感染防止対策として、マスクの着用が効果的な場面では着用を推奨
※引き続き「三つの密」の回避、「手洗い等の手指衛生」「換気」等の基本的な感染対策をお願いします。

県HPへ

マスク着用の考え方が変わりました

いずれも初回接種（１・２回目接種）を終了し、前回接種から3カ月以上経過している人が対象。春開
始接種の接種券は４月下旬頃発送予定。
※春開始接種対象①～③以外の１２歳以上の人は５月８日㈪から秋開始接種が始まるまでは接種できません。

接種区分 接種対象

令和５年度春開始接種
（オミクロン株対応ワクチン）
※開始日は５月８日㈪。

①6５歳以上の人
②基礎疾患を有する又は重症化リスクが高いと医師が認める５～64歳の人
③医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者
※接種券が手元にある人はそのまま使用できます。
※接種券がない人で②③に該当する人は市HP（右記QRコー
　ド）又は市コールセンター（下記参照）から申請が必要です。

令和５年度秋開始接種 ５歳以上の人�
※接種開始日等の詳細は決まり次第お知らせします。

５～11歳の小児へのオミクロン株対応ワクチンの接種が始まりました
使用ワクチン➡小児用ファイザー社製オミクロン株対応ワクチン
対象者➡５～１１歳の１・２回目（初回接種）又は3回目接種が終了しており、前回の
接種から3カ月以上経過している人　
※接種券が手元にある人はそのまま使用できます。その他の人は随時発送します。

初回接種（1・2回目接種）について
初回接種が終了していない人は手元の接種券で引き続き接種を受けることができます。
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問▶選挙管理委員会（行政課内／☎〈７１〉２２０８）
topic 2

期日前投票はお早めに
投票日に予定のある人は、期日前投票ができます。入
場券が届いている場合は、裏面の宣誓書に必要事項を
記入してお持ちください。
◆期日前投票のできる日時・場所
日時➡４月17日㈪～22日㈯午前８時３０分～午後８時
場所➡市役所(北庁舎７階)・明祥支所・桜井支所・北
部支所
※特に最終日の４月22日㈯は、大変混み合いますので、
　早めにお越しください。
※�お住まいの地域にかかわらず、いずれの場所でも投
票できます。

入場券は郵送します
入場券は、投票日の２日前までに届くように、世帯主
宛てに郵送します。入場券が届かなかったり、なくし
たりした場合でも、投票所にある選挙人名簿と照合し、
確認できれば投票できます。

投票は指定された投票所で
４月2３日㈰の投票所は、入場券に記載しています。よ
く確認して指定された投票所で投票してください。
※�市内で転居した人で、４月５日以降に転居届を提出
した人は、転居前の住所地の投票所で投票してくだ
さい。
※�車いすを使用している人や高齢者等で、段差で移動
が難しい等の支障があるときは、係員がお手伝いし
ますので、気軽にお声がけください。
※投票日当日は、午前中が混み合う傾向にあります。

こんな投票もできます
●代理投票　けがや病気等により字が書けない場合
は、投票所の係員が代筆します。秘密は固く守られ
ます
●点字投票　目の不自由な人で点字のできる人は、
点字で投票することができます
●不在者投票　病院、老人保健施設等に入院・入所
中の人は、その施設で不在者投票ができる場合があ
ります。早めに施設に確認してください。
また、一定程度の障害等級の人、要介護状態区分が
「５」の人、市外に滞在中の人は、選挙管理委員会に
請求等の手続をすれば、不在者投票ができる場合が
あります。郵送でのやりとりが必要になるため、早
めに手続をしてください

開票は東祥アリーナ安城で
投票日の午後９時1０分から東祥アリーナ安城で行い
ます。参観は自由です。
※市HPに投開票の速報を掲載します。

投票所となる施設は休館します
以下の施設は、４月2３日㈰は臨時休館します。
●施設名　桜井公民館・桜井児童センター、西部公
民館、安祥公民館、東部公民館、明祥公民館・明祥
児童センター・明祥福祉センター、二本木公民館・
二本木児童センター、中部公民館・中部児童セン
ター、昭林公民館（ホール・音楽室のみ開館）、安祥
閣、市民交流センター、北部福祉センター

安城市議会議員一般選挙の投票日
4月23日日は

候補者の氏名・経歴・政見等が掲載されている選挙公報は、
新聞折り込み又は各家庭の郵便受け等に直接入れる方法によ
りお届けします。今回の選挙では、音声版を作成し、市HP
に掲載する予定です。

選挙公報

投票できる人
平成17年４月2４日以前に生まれた日本国籍を有する人で、令和
５年１月1５日以前に安城市で住民票が作成され、引き続き投票
日（又は期日前投票をする日）まで市内に住んでいる人。
※他の市町村へ転出した人は、投票できません。

投票時間は
午前７時～
午後８時
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共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
申込み時には次の内容を明記してください。

４月１日㈯リリース 安城市防災・行政アプリができました

市政情報

耐震補助制度

申1２月２8日㈭までに申込書を持って建築課へ（①はファクス（FAX〈７6〉111２）可）
　※予算額を超えた時点で受付を終了します。
　※補助金交付決定前に改修工事に着手している場合は交付できません。

制度 対象 補助金額

①木造住宅無
料耐震診断

昭和５6年５月３1日以前に着工された２
階建て以下で在来軸組工法か伝統工法
の木造住宅

②木造住宅耐
震改修費補助
（一般型）

①の判定値が0．７未満のものを1．0以上
（判定値が0．７以上1．0未満の場合は、0．３
加算した数値以上）にする改修工事

対象経費額（上限
1２0万円）

③木造住宅耐
震改修費補助
（簡易型）

①の判定値が1．0未満のものを0．1加算
した数値以上にする改修工事

対象経費の２分の
１（上限３0万円）

④耐震シェル
ター等整備費
補助

①の判定値が1．0未満で、身体障害者手
帳等所持者又は6５歳以上の人が居住す
る住宅に耐震シェルター及び防災ベッ
ドを設置する工事

対象経費額（耐震
シェルターは上限
３0万円、防災ベッ
ドは上限1５万円）

他非木造住宅に対する診断・改修費補助制度もあります。詳細は市HPを
参照するか問い合わせてください

お知らせ配信は文字・音声で
分かりやすくお届け
◦音声読み上げに対応
◦５カ国語に対応（英語、中国
語（簡体字／繁体字）、韓国語、
ポルトガル語、ベトナム語）

問危機管理課（☎〈７1〉２２２0）ハザードマップ等のコンテンツ
を手軽に確認
◦地震ハザードマップ
◦水害ハザードマップ
◦防災ガイドブック
◦徒歩帰宅支援マップ

災害情報をリアルタイムで配信
◦地震情報、気象情報
◦国民保護情報
◦火災情報
◦避難所の開設・閉鎖
◦安城市からのお知らせ

Android iOS

問建築課（☎〈７1〉２２４1)

スマートフォンを使って　
戸籍等の交付申請が可能に

　インターネット経由で証明等の
申請を行う「スマート申請」に、４
月１日から戸籍の全部（個人）事項
証明書、戸籍の附票
の写し、所得課税証
明書、納税証明書が
加わります。詳細は
市HP参照。
￥手数料（１通）▶戸籍➡２60円　
　戸籍の附票の写し、所得課税証
明書、納税証明書➡10円
　※別途郵送料がかかります。
他署名用電子証明書を搭載したマ
イナンバーカード、クレジット
カードが必要

問市民課（☎〈７1〉２２２1）

救命講習会

対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在住・在勤・在学者（団体は要問合せ）
定各２0人（先着）　申４月５日㈬午前９時から電話で各申込先へ
普通救命講習Ⅲ（小児・乳児・新生児の心肺蘇生法等）
時４月1５日㈯午前９時～正午　場 �申安城消防署救急係（☎〈７５〉２４9４）
普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生法、AEDの使用法等）
時４月16日㈰午前９時～正午　場 �申碧南消防署救急係（☎〈４1〉２6２５）
普及員講習再教育（応急手当普及員の資格更新のための講習）
時４月２３日㈰午前９時～正午　場 �申刈谷消防署救急係（☎〈２３〉1２99）

「ライフビジ
ョン」をダウ
ンロードして
安城市を登録

４月は若年層の性暴力被害
予防月間です

　近年、SNSの利用のよる性被害
や、令和４年４月から成年年齢が
引き下げられたことで、18・19歳
が未成年を理由とした契約の取り
消しができなくなり、アダルトビ
デオ出演を強要される問題が起き
ています。
　特に、年度当初は、進学、就職
等に伴い、若者の生活環境が大き
く変わる時期であり、こうした被
害にあうリスクが高まります。被
害者とならないために、少しでも
不安に思うことやイヤだと思うこ
とは、断りましょう。また、警察
や被害相談電話窓口等に相談しま
しょう。
問性犯罪被害相談電話（☎♯810３）、
性犯罪・性暴力被害者のため
のワンストップ支援センター
（☎♯8891）、市民協働課（☎〈７1〉
２２18）

性暴力に関する
SNS相談
「Cure�time」

募
集

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
青
少
年

環
境
・
産
業

く
ら
し
・
防
災

市
政
情
報
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共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
申込み時には次の内容を明記してください。申込書・申請書等

の配布
特に記載がない場合は各記事の問合
せ先窓口・市HPで配布しています。

く
ら
し
・
防
災

市
政
情
報

パブリックコメントによる
意見募集の結果

安城市地域公共交通計画
意見件数（人数）➡11件（２人）
意見の縦覧期間➡４月２8日㈮まで
問都市計画課（☎〈７1〉２２４３）
安城市議会の個人情報の保護に
関する条例
意見件数（人数）➡７件（１人）
意見の縦覧期間➡４月３0日㈰まで
問議事課（☎〈７1〉２２５２）

南明治第一土地区画整理審
議会委員選挙の選挙人名簿
の縦覧

　選挙人名簿の記載事項に異議が
ある人は、縦覧期間中に市へ申出
書を提出できます。
時縦覧期間➡４月1４日㈮～２７日㈭
場縦覧場所➡区画整理課（㈯㈰は
さくら庁舎）

内西三河都市計画事業安城南明治
第一土地区画整理審議会委員選
挙の選挙人名簿の縦覧

問区画整理課（☎〈７1〉３７５1）

マイナンバーカード用　　
電子証明書業務の停止

　システムの更改作業のため、全
国の市区町村窓口でマイナンバー
カード用電子証明書の手続きがで
きません。
時停止期間➡４月２9日㈷～５月７
日㈰

　※５月１日㈪・２日㈫は、住民
票の変更等はできますが、マイ
ナンバーカードの手続きが行え
ない場合があります。

内〈停止する主な手続き〉
　◦転居や氏名が変わった場合の
マイナンバーカードの券面（氏
名・住所）の変更及び署名用電
子証明書の発行

　◦他の市区町村に住所を変更し
た場合の署名用電子証明書の発
行

　◦マイナンバーカード及び電子
証明の暗証番号の初期化

　※詳細は、公的個人認証サービ
スポータルサイトを参照。

問市民課（☎〈７1〉２２68）

地方税統一QRコードを　
利用した電子納税が可能に

　４月から地方税共同機構が提供
する「地方税お支払サイト」で納付
書に印刷された「eL-QR」(QRコー
ド)や「eL番号」を利用した納付が
できるようになります。
　これまで使用できなかったイ
ンターネットバンキングやPayB、
PayPay、LINE�Pay、au�PAY以
外の決済アプリを使用して納付が
可能になります。口座振替、金融
機関等の窓口での納付は、これま
で同様に利用できます。
　なお、「eL-QR」や「eL番号」が印
刷された納付書は、納付書裏面に
掲載のある金融機関の他、全国の
地方税QRコード対応金融機関で
も納付ができるようになります。
内対象の税目➡市民税・県民税
（普通徴収）、固定資産税・都市
計画税、軽自動車税（種別割）

他クレジットカード納付の手続き
を、「F-REGI公金支払い」（㈱エ
フレジHP）から「地方税お支払
サイト」に変更します。ただし、
国民健康保険税のクレジットカ
ード納付は、「F-REGI公金支払
い」を利用してください

　※決済手数料（納税者負担）が別
途必要です。

問納税課（☎〈７1〉２２16）

ご寄附いただきました

受付順／敬称略
成田美沙子、野村豊和、香村愛子、
牧野節子、イトーヨーカドー労働
組合安城支部、㈱コメ兵

ふれあい補償制度

　市民活動の際のケガや事故を補
償します。保険料は市が負担しま
す。
内賠償責任補償➡主催者が賠償責
任を問われた場合、事故１件に
つき最高５億円（免責１件につ
き1000円）

　傷害補償➡指導者や参加者が傷
害を受けた場合、死亡３00万円、
入院１日２000円・通院１日1000円
　※医師による治療に限る。　
対市内に活動の拠点を置く３人以
上の団体が行う公益的な活動
（町内会、子ども会、ボランテ
ィア活動等）、市主催の行事等

他申請方法等の詳細は市HP参照
問市民協働課（☎〈７1〉２２18）

農用地利用集積計画の縦覧

　４月1５日に公告する農用地利用
集積計画（農地の「貸し手」と「借り
手」の賃貸借の申し出をとりまと
めたもの）を縦覧します。
時縦覧期間➡４月1７日㈪～５月１
日㈪

場 　問農務課（☎〈７1〉２２３４）

マイナポータルから２４手続
のオンライン申請が可能に

内申請可能手続➡子育て関係1２手
続、介護関係11手続、被災者支
援関係１手続

申①マイナポータルにアクセス
　②「手続の検索・電子申請」から
「お住まいの市町村への手続（ぴ
ったりサービス）」と進む

　③「市区町村を選択」で愛知県安
城市を選択後、手続の検索

　④申請したい手続を選択して申
請

　※マイナンバーカードによる電
子署名が必要です。なお、現在
申請受付期間外の手続もありま
す。

問経営情報課☎〈７1〉２２0７）　

　寄せられた意見、市の考え方
は、各課、一部公共施設、市
HPで閲覧できます。
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共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
申込み時には次の内容を明記してください。

令 和 ５ 年 度 市 組 織 改 正

令和5年度安城市市民活動補助金交付対象事業を決定

　地域の諸課題解決につながる市民活動を支援するため、市民活動に対し補助金を交付しています。令
和５年度の補助金交付対象事業は下表のとおり。
※各事業の内容は市HP参照。
区分 団体名／協働団体名 事業名

市
民
提
案
型

ス
タ
ー
ト
事
業

ザ・プレチャーズ 街かどフリーライブ及び各所訪問出前コンサート
人形劇団すずきじゅく 高齢者向け人形劇プロジェクト
O
ワ ン

ne�N
ナ ー ス

urse ふぁみりーあったか保健室
コドモノダイドコsora soraのごはん
安城市不登校・ひきこもり支援ネットワーク 不登校生のためのふれあい講演会・進路相談会
西三河野生生物研究会 ライトトラップで知ろう�身近な自然

行
政
協
働

型
事
業

あいち交通死をなくすボランティアにじいろ会／市民安
全課、都市計画課、学校教育課 交通事故をなくそうプロジェクト

あんじょうまざりん／市民協働課、保育課、学校教育課 外国にルーツを持つ子ども達の就学準備教室事業
協
働
提
案
型

事
業

刈谷映画倶楽部／快足AC、NPO法人育て上げネット中
部虹の会 市民映画制作事業

Anjoyともだち／M
マ デ ィ ー ナ

adina�H
ハ ラ ル

alal�R
レ ス ト ラ ン

estrant、エスコーラ
サンパウロ国際スクール

Anjoy国際交流フェスティバル２0２３

問市民協働課（☎〈７1〉２２18）　

４月１日から以下のとおり市役所の組織を改正します。
改正により1５部４４課1３1係（前年度より１部増、１課減、１係減）となります。

●産業環境部を廃止し、「産業部」及び「環境部」を設
置
　産業及び環境に係る施策を一層推進するため、「産
業環境部」を廃止し、「産業部」及び「環境部」を設置し
ます。
●「プロジェクト推進係」を設置
　JR三河安城駅周辺地域におけるアリーナ開業に
伴う公民連携のまちづくりを一層推進するため、健
幸=SDGs課に「プロジェクト推進係」を設置します。
●危機管理課コロナ対策係を廃止
　５月に新型コロナウイルス感染症の位置付けが変
更される予定であることを踏まえ、「危機管理課コロ
ナ対策係」を廃止します。
　なお、引き続き、コロナ対策として、「危機管理課
危機管理係」において、新型コロナウイルス感染症
に係る対策本部や全庁的な方針決定等を行うととも
に、「健康推進課予防係」において、感染症の予防及
び感染者の支援等を行っていきます。

●子育て支援課の各係の名称及び所管事務を再編
　子育て支援施策を一層推進するため、子育て支
援課の各係の名称及び所管事務を再編します。
●「カーボンニュートラル推進室」及び「温暖化対
策係」を設置
　脱炭素に資する施策を一層推進するため、環境
都市推進課に「カーボンニュートラル推進室」及び
「温暖化対策係」を設置します。
●ごみゼロ推進課の課名をごみ資源循環課へ変更
　持続可能な循環共生型社会の実現を図るため、
「ごみゼロ推進課」の課名を「ごみ資源循環課」へ変
更します。
●南明治整備課と区画整理課を統合
　市内３地区の土地区画整理事業について一体的
に業務管理を行うため、南明治整備課と区画整理
課を組織統合し、「区画整理課」を設置します。

問経営情報課（☎〈７1〉２２0５）　

今月の納税など

▶固定資産税・都市計画税�第１期（全期前納）
▶水道料金・下水道使用料（JR東海道本線以北)

▶保育園保育料　
▶児童クラブ育成料　

納付期限・口座振替日：5月１日㈪
▶市営住宅家賃　

相談窓口

場場所　予予約先 　問問合せ先省略記号

名 　　称 日時・予約期間・定員等 対象 場所・予約・問合せ
弁 護 士 に よ る
法 律 相 談

毎週㈮、４月19日㈬／午後１時～４時(相談時間は１人
30分)／要予約（※）／先着各６人

市内在住・在勤・
在学者

場予市役所相談室
（北庁舎１階／☎︎〈71〉2222）

（※）４月20日㈭午前９時から５
月分の予約を受け付けます。

司 法 書 士 に よ る
法 律 相 談

４月３日㈪・17日㈪、５月１日㈪午後１時～４時(相談
時間は１人30分)／要予約（※）／先着各６人

司法書士・土地家屋
調査士による相続・
登 記・ 測 量 相 談

４月12日㈬、5月10日㈬／午後１時～４時(相談時間は
１人30分)／要予約（※）／先着各６人

行 政 書 士 に よ る
相続・遺言・契約等
書 類 作 成 相 談

４月11日㈫、５月９日㈫／午後１時～４時(相談時間は
１人45分)／要予約（※）／先着各４人

女 性 相 談 毎週㈬／午前10時～午後４時／予約優先（※）／先着各５人

行 政 相 談 ４月４日㈫・18日㈫、５月2日㈫／午後１時～４時／
当日受付

人 権 相 談 ４月６日㈭・20日㈭／午後１時～４時(相談時間は１人30
分)／当日受付

市 民 相 談 ㈪～㈮／午前８時30分～午後５時／当日受付

税 理 士 に よ る
税 務 相 談

５月９日㈫／午後１時30分～４時(相談時間は１人35
分)／予約優先／先着８人 市内在住者 場市役所相談室(北庁舎１階)

予市民税課(☎︎〈71〉2213）６月７日㈬の予約は４月５日㈬から
宅地建物取引士に
よ る 不 動 産 ・
空 き 家 相 談

４月24日㈪／午後１時～３時30分(相談時間は１人30
分)／要予約(予約期間➡４月３日㈪～20日㈭)／先着４
人

市内在住者、市内
に不動産又は空き
家を所有する人

場市役所相談室(北庁舎１階)
予建築課(☎︎〈71〉2241）

労 働 相 談 ４月13日㈭、５月11日㈭／午後１時～４時／要予約(予
約期間➡各相談日の前々日まで）／先着各６人 誰でも可 場市役所相談室(北庁舎１階)

予商工課(☎︎〈71〉2235)

消費生活相談員に
よる消費生活相談

㈪㈫㈭㈮／午前９時30分～午後４時(受付は午後３時30
分まで）／予約優先（※） 市内在住・在勤・

在学者

場 予消費生活センター(市役所
さくら庁舎１階／☎︎〈76〉7749）
（※）各相談日の１週間前の午前
９時から。相談時間外は商工課
（☎︎〈71〉2235）へ。

当相談を利用した人に限り、弁護士による消費生活相
談利用可(毎月第４㈫午後１時～３時、要予約)

職 業 相 談 ・ 紹 介 ㈪～㈮／午前９時～午後４時30分／当日受付
※正午～午後１時は検索機の利用のみ可。 誰でも可 場 問市地域職業相談室(市役所

さくら庁舎１階／☎︎〈71〉0311）

内 職 相 談 毎週㈮／午前10時～午後３時(受付は午後２時30分ま
で)／当日受付 県内在住者 場市役所さくら庁舎１階

問子育て支援課(☎︎〈71〉2229)
ひとり親家庭相談

㈪～㈮／午前８時30分～午後５時15分／当日受付
市内在住者 場問子育て支援課(☎︎〈71〉2229)

児 童 相 談 市内在住で18歳未
満の子の保護者 場問子育て支援課(☎︎〈71〉2272)

就 学 相 談 ㈪～㈯／午前８時30分～午後５時15分／要予約（随時
受付）

原則市内在住で、
小学校就学に心配
のある年長児とそ
の保護者

場 予子ども発達支援センター
あんステップ♬発達相談支援室
(☎︎〈77〉7796)

若 者 相 談
（ 不 登 校 ・
ひ き こ も り 等 ）

毎週㈬、４月1日㈯・14日㈮、５月６日㈯・12日㈮／
午前10時～午後４時／要予約（予約期間➡各相談日前
日までの㈫～㈯午前９時～午後５時）／先着各４人

市内在住・在勤・
在学で義務教育を
修了した15～39歳
の人、その家族

場問青少年の家（☎︎〈76〉3432）
予市若者総合相談窓口（あんさ
ぽ）（☎︎090〈5002〉5229）

障 害 者 更 生 相 談 ４月13日㈭、５月11日㈭／午後１時～４時／要予約（予
約期間➡各相談日の２日前の正午まで）／先着各６人

市内在住の身体·知
的障害者、介護者

場予総合福祉センター
（☎︎〈77〉7888）

カ ラ ダ い き い き
栄 養 相 談

４月12日㈬・26日㈬、５月10日㈬　A（じっくり）コー
ス➡午前９時～正午(相談時間は１人１時間)　B（かん
たん）コース➡午後１時～３時30分(相談時間は１人10
分程度、出入り自由)

市内在住・在勤で
20歳以上の人（家
族の相談可）

場予保健センター（☎︎〈76〉1133）

Aコースは要予約(各相談日前日まで）／各日先着２人

家族のためのここ
ろ ホ ッ と 相 談 日

４月６日㈭、５月11日㈭／午後１時～４時30分(相談時
間は１人１時間)／要予約(予約期間➡相談日の前々日
まで）／先着各３人

精神科等に通ってい
ないが、うつ傾向と
思われる人の家族

思 春 期 保 健
相 談 ル ー ム

Ｅメール(shishunkiroom@city.anjo.lg.jp)での相談は
随時受付／面談の場合は要予約（随時受付）
※電話相談は終了しました。

市内の小学生～高
校生と保護者

保 健 師 等 に よ る
保 健 相 談

㈪～㈮／午前８時30分～午後５時／電話相談
市内在住者

面談の場合は要予約（随時受付）

教　 育　 相　 談 ㈪～㈮／午前９時～午後５時／電話相談 市内在住の小中学
生及び保護者、市
内公立小中学校在
勤の教職員

場予教育センター相談室
（☎︎〈76〉9674）

来所相談の場合は要予約(随時受付）
心 理 士 に よ る
ふ れ あ い 相 談

㈪～㈮／午前10時～午後５時(㈪は午後６時まで）／要
予約(随時受付）

4月1日～5月14日分 各分野の専門職が相談に応じ、秘密は固く守ります。相談業務は正午～午後1時
(消費生活相談員による消費生活相談は除く)、5月３日㈷～5日㈷は休みます。
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